
広
島
県
地
方
機
関
の
長
に
対
す
る
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 
 

広
島
県
規
則
第
十
八
号 

広
島
県
地
方
機
関
の
長
に
対
す
る
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

広
島
県
地
方
機
関
の
長
に
対
す
る
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
広
島
県
規
則
第
五
十
六
号
）
の
一 

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

  

（
厚
生
環
境
事
務
所
長
へ
の
委
任
） 

第
八
条 

（
略
） 

一
―
十
八 

（
略
） 

十
九 

（
略
） 

㈠
―

 

（
略
） 

 

第
十
八
条
の
十
五
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
調

査
の
結
果
の
報
告
の
受
付 

―

 

（
略
） 

二
十
・
二
十
一 

（
略
） 

 

二
十
二 

（
略
） 

 
 

㈠
―

 

（
略
） 

 

第
四
十
九
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
第
一
種

フ
ロ
ン
類
充
填
回
収
業
者
（
そ
の
委
託
を
受
け

て
フ
ロ
ン
類
の
運
搬
を
行
う
者
を
含
む
。

及

び

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
す
る
基
準
遵
守

勧
告 

・

 

（
略
） 

 

第
九
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
第
一
種
特
定
製

品
の
管
理
者
、
第
一
種
特
定
製
品
整
備
者
、
第

一
種
特
定
製
品
廃
棄
等
実
施
者
、
特
定
解
体
工 

事
元
請
業
者
、
第
一
種
フ
ロ
ン
類
引
渡
受
託
者
、 

第
一
種
フ
ロ
ン
類
充
填
回
収
業
者
又
は
第
一
種 

特
定
製
品
引
取
等
実
施
者
に
対
す
る
報
告
の
徴 

収 
 
 

（
略
） 

 

二
十
三
―
三
十
八 

（
略
） 

 

三
十
九 

（
略
） 

第
四
号
㈣
、
第
九
号
㈤
及
び
㈥
、
第
十
一
号
㈦ 

及
び
㈨
、
第
十
九
号
㈡
、
㈢
、
㈤
、
㈥
、
㈧
、
㈩
、

、

か
ら

ま
で
及
び

、
第
二
十
号
㈡
、
㈢ 

及
び
㈤
、
第
二
十
一
号
㈡
、
㈢
、
㈤
及
び
㈥
、
第 

二
十
二
号
㈢
及
び

、
第
二
十
三
号
㈨
及
び

、 

第
二
十
四
号
㈡
、
㈢
、
㈦
、
㈩
、

、

、

、 

、

、

、

、

、

及
び

、
第
二
十
四 

号
の
二
㈩
、
第
二
十
五
号
㈢
、
第
二
十
七
号

、 

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、 

、

、

、

、

、

、

か
ら

ま
で
、 

、

及
び

、
第
二
十
八
号
㈧
、
第
三
十
二
号 

 

（
厚
生
環
境
事
務
所
長
へ
の
委
任
） 

第
八
条 

（
略
） 

一
―
十
八 

（
略
） 

十
九 

（
略
） 

㈠
―

 

（
略
） 

  

―

 
（
略
） 

二
十
・
二
十
一 
（
略
） 

 

二
十
二 

（
略
） 

 
 

㈠
―

 

（
略
） 

 

第
四
十
九
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
第
一
種

フ
ロ
ン
類
充
填
回
収
業
者
（
そ
の
委
託
を
受
け

て
フ
ロ
ン
類
の
運
搬
を
行
う
者
を
含
む
。
）
に

対
す
る
基
準
遵
守
勧
告 

 

・

 

（
略
） 

 

第
九
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
第
一
種
特
定
製

品
の
管
理
者
、
第
一
種
特
定
製
品
整
備
者
、
第

一
種
特
定
製
品
廃
棄
等
実
施
者
、
特
定
解
体
工 

事
元
請
業
者
、
第
一
種
フ
ロ
ン
類
引
渡
受
託
者
、 

第
一
種
フ
ロ
ン
類
充
填
回
収
業
者
（
そ
の
委
託 

を
受
け
て
フ
ロ
ン
類
の
運
搬
を
行
う
者
を
含
む
。 

に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
第
一
種
特
定
製
品 

引
取
等
実
施
者
に
対
す
る
報
告
の
徴
収 

 

（
略
） 

二
十
三
―
三
十
八 

（
略
） 

 

三
十
九 

（
略
） 

第
四
号
㈣
、
第
九
号
㈤
及
び
㈥
、
第
十
一
号
㈦

及
び
㈨
、
第
十
九
号
㈡
、
㈢
、
㈤
、
㈥
、
㈧
、
㈩ 

か
ら

ま
で
及
び

、
第
二
十
号
㈡
、
㈢
及
び
㈤
、

第
二
十
一
号
㈡
、
㈢
、
㈤
及
び
㈥
、
第
二
十
二
号 

㈢
及
び

、
第
二
十
三
号
㈨
及
び

、
第
二
十
四 

号
㈡
、
㈢
、
㈦
、
㈩
、

、

、

、

、

、 

、

、

、

及
び

、
第
二
十
四
号
の
二
㈩
、

第
二
十
五
号
㈢
、
第
二
十
七
号

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

か
ら

ま
で
、

、

及
び

、

第
二
十
八
号
㈧
、
第
三
十
二
号
㈤
並
び
に
第
三
十 



㈤
並
び
に
第
三
十
三
号
㈣
及
び

 

四
十 

（
略
） 

 
 

（
保
健
所
長
へ
の
委
任
） 

第
九
条 
（
略
） 

一
―
七
十
六 
（
略
） 

七
十
六
の
二 
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
規

則
（
昭
和
二
十
八
年
厚
生
省
令
第
十
四
号
）
第
一

条
の
四
及
び
第
十
四
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
役
員

の
変
更
の
届
出
の
受
付 

七
十
六
の
三 

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
細

則
（
昭
和
二
十
八
年
広
島
県
規
則
第
四
十
八
号
）

第
一
条
の
四
及
び
第
六
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
保

管
設
備
の
変
更
の
届
出
の
受
付 

七
十
七
―
八
十
五 

（
略
） 

八
十
六 

安
全
な
血
液
製
剤
の
安
定
供
給
の
確
保
等

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十

号
）
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の

徴
取
及
び
立
入
検
査 

八
十
七
―
八
十
九 

（
略
） 

九
十 

広
島
県
ふ
ぐ
の
処
理
等
に
関
す
る
条
例
（
令

和
三
年
広
島
県
条
例
第
三
十
号
）
に
基
づ
く
知
事

の
権
限
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の 

 

㈠ 

第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
ふ
ぐ
処
理
者

の
免
許
の
申
請
の
受
付 

 

㈡ 

第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
ふ
ぐ
処
理
者

の
免
許
の
申
請
事
項
の
変
更
の
届
出
の
受
付 

 

㈢ 

第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
ふ
ぐ
処
理
者

の
免
許
証
の
書
換
え
交
付
の
申
請
の
受
付 

 

㈣ 

第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
ふ
ぐ
処
理
者

の
免
許
証
の
再
交
付
の
申
請
の
受
付 

 

㈤ 

第
十
条
の
規
定
に
よ
る
ふ
ぐ
処
理
者
の
免
許

証
の
返
納
の
届
出
の
受
付 

 

㈥ 

第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
ふ
ぐ
処
理

施
設
の
登
録 

 

㈦ 

第
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
ふ
ぐ
処
理

施
設
の
申
請
事
項
の
変
更
の
届
出
の
受
付 

 

㈧ 

第
十
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
ふ
ぐ
処
理

施
設
の
登
録
証
の
書
換
え
交
付 

 

㈨ 

第
十
六
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
ふ
ぐ
処
理

施
設
の
登
録
証
の
再
交
付 

 

㈩ 

第
十
六
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
ふ
ぐ
処
理

施
設
の
廃
止
の
届
出
の
受
付 

 
 

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴

収
及
び
立
入
検
査 

 

九
十
一 

広
島
県
ふ
ぐ
の
処
理
等
に
関
す
る
条
例
施

行
規
則
（
令
和
三
年
広
島
県
規
則
第
九
十
三
号
）

第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
ふ
ぐ
処
理
者
試

験
受
験
願
書
の
受
付 

九
十
二
・
九
十
三 

 

（
農
林
水
産
事
務
所
長
へ
の
委
任
） 

第
十
三
条 

次
に
掲
げ
る
事
務
は
、
農
林
水
産
事
務
所

長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
六
号
㈥
、
㈦
、
㈨

か
ら

ま
で
、

か
ら

ま
で
及
び

か
ら

ま
で

三
号
㈣
及
び

 

四
十 

（
略
） 

 
 

（
保
健
所
長
へ
の
委
任
） 

第
九
条 

（
略
） 

一
―
七
十
六 

（
略
） 

        

七
十
七
―
八
十
五 

（
略
） 

八
十
六 

安
全
な
血
液
製
剤
の
安
定
供
給
の
確
保
等

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十

号
）
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の

徴
取
及
び
立
入
検
査 

八
十
七
―
八
十
九 

（
略
） 

                             

九
十
・
九
十
一 

 

（
農
林
水
産
事
務
所
長
へ
の
委
任
） 

第
十
三
条 

次
に
掲
げ
る
事
務
は
、
農
林
水
産
事
務
所 

長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
六
号
㈥
、
㈦
、
㈨

か
ら

ま
で
、

か
ら

ま
で
及
び

か
ら

ま
で



（
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五

号
）
第
百
条
の
二
に
係
る
も
の
並
び
に
同
法
第
七
条

第
五
項
及
び
第
四
十
七
条
第
一
項
を
準
用
す
る
も
の

を
除
く
。
）
並
び
に
第
五
十
五
号
に
掲
げ
る
事
務
に

つ
い
て
は
広
島
県
東
部
農
林
水
産
事
務
所
長
を
、
第

四
号
、
第
十
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
及
び
第
二
十
四

号
か
ら
第
二
十
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て

は
広
島
県
北
部
農
林
水
産
事
務
所
長
を
除
き
、
第
二

十
九
号
㈠
か
ら
㈢
ま
で
、
第
三
十
一
号
か
ら
第
三
十

三
号
ま
で
、
第
四
十
八
号
か
ら
第
五
十
号
ま
で
、
第

五
十
二
号
及
び
第
五
十
三
号
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い

て
は
広
島
県
西
部
農
林
水
産
事
務
所
長
に
、
第
三
十

九
号
㈧
か
ら

ま
で
及
び

か
ら

ま
で
、
第
四
十

一
号
、
第
四
十
二
号
㈠
、
㈡
、

か
ら

ま
で
、
第

四
十
三
号
、
第
四
十
四
号
並
び
に
第
五
十
一
号
に
掲

げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
広
島
県
北
部
農
林
水
産
事
務

所
長
に
、
第
五
十
四
号
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は

広
島
県
東
部
農
林
水
産
事
務
所
長
に
限
る
。 

 

一
―
二
の
四 

（
略
） 

    
 

二
の
五 

園
芸
産
地
に
お
け
る
事
業
継
続
強
化
対
策

実
施
要
領
に
基
づ
く
産
地
事
業
計
画
の
推
進 

 
 

 
  

二
の
六 

経
営
所
得
安
定
対
策
等
推
進
事
業
実
施
要

綱
に
基
づ
く
地
域
推
進
活
動
計
画
の
承
認 

 

二
の
七 

水
田
麦
・
大
豆
産
地
生
産
性
向
上
事
業
実

施
要
綱
に
基
づ
く
事
業
実
施
計
画
の
承
認 

 

二
の
八 

ス
マ
ー
ト
農
業
の
全
国
展
開
に
向
け
た
導

入
支
援
事
業
実
施
要
領
に
基
づ
く
事
業
実
施
計
画

等
の
承
認 

 

二
の
九 

広
島
県
有
機
農
業
産
地
づ
く
り
推
進
事
業

実
施
要
領
に
基
づ
く
事
業
実
施
計
画
の
承
認 

三
及
び
四
―
六 

（
略
） 

 

七 

（
略
） 

㈠ 

（
略
） 

 

⑴
―
⑸ 

（
略
） 

   

㈡ 

農
業
振
興
対
策
事
業
費
補
助
金
等
交
付
要
綱

に
よ
る
補
助
金
等
（
農
地
集
積
加
速
化
支
援
事

業
（
農
業
経
営
法
人
化
支
援
総
合
事
業
実
施
要

綱
に
基
づ
い
て
行
う
事
業
で
畜
産
に
関
す
る
事

業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
新
規
就
農
者
育

成
総
合
対
策
事
業
（
経
営
開
始
資
金
、
県
全
域

を
対
象
と
す
る
と
知
事
が
認
め
た
研
修
機
関
に

係
る
就
農
準
備
資
金
及
び
市
町
活
動
費
に
関
す

る
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
農
産
物

生
産
供
給
体
制
強
化
事
業
（
畜
産
に
関
す
る
も

の
及
び
産
地
パ
ワ
ー
ア
ッ
プ
計
画
（
都
道
府
県 

（
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五

号
）
第
百
条
の
二
に
係
る
も
の
並
び
に
同
法
第
七
条

第
五
項
及
び
第
四
十
七
条
第
一
項
を
準
用
す
る
も
の

を
除
く
。
）
並
び
に
第
五
十
五
号
に
掲
げ
る
事
務
に

つ
い
て
は
広
島
県
東
部
農
林
水
産
事
務
所
長
を
、
第

四
号
、
第
十
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
及
び
第
二
十
四

号
か
ら
第
二
十
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て

は
広
島
県
北
部
農
林
水
産
事
務
所
長
を
除
き
、
第
二

十
九
号
㈠
か
ら
㈢
ま
で
、
第
三
十
一
号
か
ら
第
三
十

三
号
ま
で
、
第
四
十
八
号
か
ら
第
五
十
号
ま
で
、
第

五
十
二
号
及
び
第
五
十
三
号
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い

て
は
広
島
県
西
部
農
林
水
産
事
務
所
長
に
、
第
三
十

九
号
㈦
か
ら
㈩
ま
で
及
び

か
ら

ま
で
、
第
四
十

一
号
、
第
四
十
二
号
㈠
、
㈡
、

か
ら

ま
で
、
第

四
十
三
号
、
第
四
十
四
号
並
び
に
第
五
十
一
号
に
掲

げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
広
島
県
北
部
農
林
水
産
事
務

所
長
に
、
第
五
十
四
号
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は

広
島
県
東
部
農
林
水
産
事
務
所
長
に
限
る
。 

一
―
二
の
四 

（
略
） 

二
の
五 

持
続
的
生
産
強
化
対
策
事
業
実
施
要
綱
に

基
づ
く
産
地
事
業
計
画
の
承
認
（
園
芸
作
物
生
産

転
換
促
進
事
業
（
都
道
府
県
推
進
）
に
係
る
も
の

に
限
る
。
） 

二
の
六 
農
業
用
ハ
ウ
ス
強
靭
化
緊
急
対
策
事
業
実

施
要
綱
に
基
づ
く
産
地
事
業
計
画
の
推
進 

二
の
七 

ひ
ろ
し
ま
農
業
創
生
事
業
実
施
要
領
に
基

づ
く
事
業
計
画
の
承
認
（
園
芸
用
農
地
確
保
支
援

事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 

        
 

三
及
び
四
―
六 

（
略
） 
 

七 

（
略
） 

㈠ 

（
略
） 

⑴
―
⑸ 

（
略
） 

 

⑹ 

ひ
ろ
し
ま
農
業
創
生
事
業
費
補
助
金
（
園

芸
用
農
地
確
保
支
援
事
業
に
係
る
も
の
に
限

る
。
） 

㈡ 

農
業
振
興
対
策
事
業
費
補
助
金
等
交
付
要
綱

に
よ
る
補
助
金
等
（
新
規
就
農
者
育
成
交
付
金

事
業
（
経
営
開
始
型
、
県
全
域
を
対
象
と
す
る

と
知
事
が
認
め
た
研
修
機
関
に
係
る
準
備
型
及

び
市
町
活
動
費
に
関
す
る
事
業
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）
及
び
農
産
物
生
産
供
給
体
制
強
化
事

業
（
畜
産
に
関
す
る
も
の
及
び
産
地
パ
ワ
ー
ア

ッ
プ
計
画
（
都
道
府
県
農
業
再
生
協
議
会
長
が

作
成
し
た
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
を
除
く
。
） 

 



農
業
再
生
協
議
会
長
が
作
成
し
た
も
の
に
限
る
。 

）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
除
く
。
） 

㈢ 

広
島
県
農
業
生
産
総
合
対
策
等
補
助
金
交
付 

要
綱
に
よ
る
補
助
金
等 

 

㈣
―
㈥ 
（
略
） 

 

八
―
十
二 
（
略
） 

 

十
二
の
二 

特
定
水
産
動
植
物
等
の
国
内
流
通
の
適

正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
七
十

九
号
）
に
基
づ
く
知
事
の
権
限
の
う
ち
、
次
に
掲

げ
る
も
の 

㈠ 

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
付 

及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
番
号
の
通
知 

㈡ 

第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出 

の
受
付 

㈢ 

第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る 

勧
告
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令 

㈣ 

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
付 

㈤ 

第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出 

の
受
付 

㈥ 

第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
取
及
び

立
入
検
査 

 

十
三
―
三
十
八 

（
略
） 

三
十
九 

（
略
） 

㈠
・
㈡ 

（
略
） 

㈢ 

第
十
六
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十

二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る

国
定
公
園
事
業
者
た
る
地
位
の
承
継
の
協
議
又

は
承
認 

㈣
・
㈤ 

（
略
） 

㈥ 

第
十
六
条
の
七
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

第
十
六
条
の
四
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ

る
軽
微
な
変
更
の
届
出
の
受
付 

㈦ 

第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
報
告
徴
収
及
び
立
入
検
査
（
国
立
公
園
事
業

に
係
る
も
の
を
除
く
。
） 

㈧
―

 

（
略
） 

 

第
四
十
二
条
の
五
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定

に
よ
る
軽
微
な
変
更
の
届
出
の
受
付 

 

第
四
十
二
条
の
七
の
規
定
に
よ
る
報
告
徴
収

及
び
立
入
検
査
（
国
立
公
園
に
係
る
も
の
を
除

く
。
） 

―

 

（
略
） 

 

四
十
―
六
十
八 

（
略
） 

 

六
十
九 

（
略
） 

第
十
号
㈢
、
第
十
二
号
㈧
及
び
㈨
、
第
十
二
の

二
号
㈢
、
第
十
六
号

及
び

、
第
十
七
号
㈢
及

び
㈣
、
第
二
十
四
号
㈣
、

及
び

、
第
二
十
七

号
㈠
及
び
㈤
、
第
二
十
八
号
の
二
㈣
及
び
㈤
、
第

二
十
九
号
㈢
、
㈧
及
び

、
第
三
十
五
号
㈧
、

及
び

、
第
三
十
七
号
㈦
、
㈧
、

及
び

、
第

三
十
九
号
㈡
、

、

、

及
び

並
び
に
第
四

十
九
号
㈢
及
び
㈣ 

七
十 

（
略
） 

 

  

㈢ 

広
島
県
農
業
生
産
総
合
対
策
等
補
助
金
交
付

要
綱
に
よ
る
補
助
金
等
（
広
島
県
Ｇ
Ａ
Ｐ
認
証

推
進
事
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。
） 

㈣
―
㈥ 

（
略
） 

八
―
十
二 

（
略
） 

               十
三
―
三
十
八 

（
略
） 

三
十
九 

（
略
） 

㈠
・
㈡ 

（
略
） 

㈢ 

第
十
六
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十

二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
国
定

公
園
事
業
者
た
る
地
位
の
承
継
の
協
議
又
は
承

認 

㈣
・
㈤ 

（
略
） 

   

㈥ 

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
徴
収

及
び
立
入
検
査
（
国
立
公
園
事
業
に
係
る
も
の

を
除
く
。
） 

㈦
―

 

（
略
） 
     

―

 

（
略
） 

四
十
―
六
十
八 

（
略
） 

六
十
九 

（
略
） 

第
十
号
㈢
、
第
十
二
号
㈧
及
び
㈨
、
第
十
六
号

及
び

、
第
十
七
号
㈢
及
び
㈣
、
第
二
十
四
号

㈣
、

及
び

、
第
二
十
七
号
㈠
及
び
㈤
、
第
二

十
八
号
の
二
㈣
及
び
㈤
、
第
二
十
九
号
㈢
、
㈧
及

び

、
第
三
十
五
号
㈧
、

及
び

、
第
三
十
七

号
㈦
、
㈧
、

及
び

、
第
三
十
九
号
㈡
、

、

、

及
び

並
び
に
第
四
十
九
号
㈢
及
び
㈣ 

 

七
十 

（
略
） 

 



（
畜
産
事
務
所
長
へ
の
委
任
） 

第
十
四
条 

（
略
） 

 
一
―
十
三 

（
略
） 

 

十
四 
（
略
） 

㈠ 
（
略
） 

㈡ 

農
業
振
興
対
策
事
業
費
補
助
金
等
交
付
要
綱

に
よ
る
補
助
金
等
の
う
ち
、
農
地
集
積
加
速
化

支
援
事
業
（
農
業
経
営
法
人
化
支
援
総
合
事
業

実
施
要
綱
に
基
づ
い
て
行
う
事
業
に
限
る
。
）

及
び
農
産
物
生
産
供
給
体
制
強
化
事
業
に
関
す

る
補
助
金
等
（
畜
産
に
関
す
る
事
業
に
係
る
も

の
に
限
る
。
） 

 

十
四
の
二
―
十
八 

（
略
） 

 （
建
設
事
務
所
長
へ
の
委
任
） 

第
十
六
条 

（
略
） 

一
―
八
十
八 

（
略
） 

 

八
十
九 

（
略
） 

 
 

㈠ 

第
二
十
八
条
の
四
第
三
項
第
五
号
イ
、
第
三

十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
四
号
ハ
、
第
六
十
二

条
の
三
第
四
項
第
十
四
号
ハ
又
は
第
六
十
三
条

第
三
項
第
五
号
イ
の
規
定
に
よ
る
優
良
宅
地
の

造
成
認
定 

 

㈡ 

第
二
十
八
条
の
四
第
三
項
第
六
号
、
第
三
十

一
条
の
二
第
二
項
第
十
五
号
ニ
、
第
六
十
二
条

の
三
第
四
項
第
十
五
号
ニ
又
は
第
六
十
三
条
第

三
項
第
六
号
の
規
定
に
よ
る
優
良
住
宅
の
新
築

認
定 

㈢ 

（
略
） 

 

九
十
―
九
十
六 

（
略
） 

 

九
十
七 

（
略
） 

㈠
・
㈡ 

（
略
） 

㈢ 

第
九
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
使
用

料
の
減
免 

㈣ 

（
略
） 

㈤ 

第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
開
園
日
及

び
利
用
時
間
の
変
更
の
承
認 

 

九
十
八
―
九
十
九 

（
略
） 

 

百 

広
島
県
立
び
ん
ご
運
動
公
園
に
係
る
指
定
管
理

者
と
の
包
括
協
定
書
及
び
年
度
別
協
定
書
に
基
づ

く
知
事
の
権
限 

  

百
一 

（
略
） 

 

百
二 

広
島
県
立
み
よ
し
公
園
に
係
る
指
定
管
理
者

と
の
包
括
協
定
書
及
び
年
度
別
協
定
書
に
基
づ
く

知
事
の
権
限 

  

百
三
―
百
十
一 

（
略
） 

 
 
 
 

附 

則 

１
・
２ 

（
略
） 

３ 

第
十
三
条
、
第
十
六
条
及
び
第
十
七
条
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
令

和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
第
十
三
条
第
五 

 

（
畜
産
事
務
所
長
へ
の
委
任
） 

第
十
四
条 

（
略
） 

 

一
―
十
三 

（
略
） 

 

十
四 

（
略
） 

㈠ 

（
略
） 

㈡ 

農
業
振
興
対
策
事
業
費
補
助
金
等
交
付
要
綱

に
よ
る
補
助
金
等
の
う
ち
、
農
産
物
生
産
供
給

体
制
強
化
事
業
に
関
す
る
補
助
金
等
（
畜
産
に

関
す
る
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 

   
 

十
四
の
二
―
十
八 

（
略
） 

 （
建
設
事
務
所
長
へ
の
委
任
） 

第
十
六
条 

（
略
） 

一
―
八
十
八 

（
略
） 

 

八
十
九 

（
略
） 

 
 

㈠ 

第
二
十
八
条
の
四
第
三
項
第
五
号
イ
、
第
三

十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
四
号
ハ
、
第
六
十
二

条
の
三
第
四
項
第
十
四
号
ハ
、
第
六
十
三
条
第

三
項
第
五
号
イ
又
は
第
六
十
八
条
の
六
十
九
第

三
項
第
五
号
イ
の
規
定
に
よ
る
優
良
宅
地
の
造

成
認
定 

㈡ 

第
二
十
八
条
の
四
第
三
項
第
六
号
、
第
三
十

一
条
の
二
第
二
項
第
十
五
号
ニ
、
第
六
十
二
条

の
三
第
四
項
第
十
五
号
ニ
、
第
六
十
三
条
第
三

項
第
六
号
又
は
第
六
十
八
条
の
六
十
九
第
三
項

第
六
号
の
規
定
に
よ
る
優
良
住
宅
の
新
築
認
定 

㈢ 

（
略
） 

 

九
十
―
九
十
六 

（
略
） 

 

九
十
七 

（
略
） 

㈠
・
㈡ 

（
略
） 

 
 

 

㈢ 

（
略
） 

㈣ 

第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
時
間

の
変
更
の
承
認 
 

九
十
八
―
九
十
九 

（
略
） 

 

百 

広
島
県
立
び
ん
ご
運
動
公
園
に
係
る
指
定
管
理

者
と
の
基
本
協
定
書
、
年
度
別
協
定
書
及
び
管
理

費
用
の
負
担
に
関
す
る
協
定
書
に
基
づ
く
知
事
の

権
限 

 

百
一 

（
略
） 

 

百
二 

広
島
県
立
み
よ
し
公
園
に
係
る
指
定
管
理
者

と
の
基
本
協
定
書
、
年
度
別
協
定
書
及
び
管
理
費

用
の
負
担
に
関
す
る
協
定
書
に
基
づ
く
知
事
の
権

限 
 

百
三
―
百
十
一 

（
略
） 

 

附 

則 

１
・
２ 

（
略
） 

３ 

第
十
三
条
、
第
十
六
条
及
び
第
十
七
条
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
令

和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
第
十
三
条
第
五 



十
九
号
中
「
一
億
円
」
と
あ
る
の
は
「
二
億
円
」
と
、

同
条
第
六
十
二
号
㈡
中
「
五
千
万
円
」
と
あ
る
の
は 

「
一
億
円
」
と
、
第
十
六
条
第
六
十
八
号
中
「
一
億 

円
」
と
あ
る
の
は
「
二
億
円
」
と
、
同
条
第
七
十
二 

号
㈢
中
「
五
千
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
一
億
円
」
と 

、
第
十
七
条
第
十
七
号
中
「
一
億
円
」
と
あ
る
の
は 

「
二
億
円
」
と
、
同
条
第
十
八
号
㈡
中
「
五
千
万
円 

」
と
あ
る
の
は
「
一
億
円
」
と
す
る
。 

４ 

第
十
六
条
及
び
第
十
七
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
第
十
六

条
第
七
十
七
号
㈠
及
び
第
十
七
条
第
二
十
三
号
㈠
中

「
一
億
五
千
万
円
」
と
あ
る
の
は
、
「
三
億
円
」
と

す
る
。 

十
九
号
中
「
一
億
円
」
と
あ
る
の
は
「
二
億
円
」
と
、

同
条
第
六
十
二
号
㈡
中
「
五
千
万
円
」
と
あ
る
の
は 

「
一
億
円
」
と
、
第
十
六
条
第
六
十
八
号
中
「
一
億 

円
」
と
あ
る
の
は
「
二
億
円
」
と
、
同
条
第
七
十
二 

号
㈢
中
「
五
千
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
一
億
円
」
と
、

第
十
七
条
第
十
七
号
中
「
一
億
円
」
と
あ
る
の
は
「 

二
億
円
」
と
、
同
条
第
十
八
号
㈡
中
「
五
千
万
円
」 

と
あ
る
の
は
「
一
億
円
」
と
す
る
。 

４ 

第
十
六
条
及
び
第
十
七
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
第
十
六

条
第
七
十
七
号
㈠
及
び
第
十
七
条
第
二
十
三
号
㈠
中

「
一
億
五
千
万
円
」
と
あ
る
の
は
、
「
三
億
円
」
と

す
る
。 

 
 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


